
催
し・講
座・募
集

く
ら
し・相
談

健
康・福
祉

子
育
て・教
育

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板
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問
市
民
課 

市
民
班

☎
７
７
３・６
６
６
１

本
人
通
知
制
度
を
ご
存
知
で
す
か

問
環
境
交
通
課

☎
７
７
３・６
６
６
６

犬
の
フ
ン
は
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う

問
新
潟
県
福
祉
保
健
部 
地
域

医
療
政
策
課 

医
療
指
導
係

☎
０
２
５・２
８
０・５
１
８
４

県
民
医
療
安
全
相
談
窓
口

問
南
魚
沼
市
消
費
者
協
会

　
（
事
務
局 

商
工
観
光
課
）

☎
７
７
３・６
６
６
５

南
魚
沼
市
消
費
者
協
会
で

活
動
し
て
み
ま
せ
ん
か

本
人
通
知
制
度
は
、
住
民
票
か

戸
籍
謄
抄
本
な
ど
を
本
人
の
代
理

人
や
第
三
者
に
交
付
し
た
場
合

に
、本
人
に
通
知
す
る
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
は
、
証
明
書
の
不
正

請
求
や
不
正
取
得
に
よ
る
個
人
の

権
利
侵
害
の
防
止
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
事
前
登
録

を
し
た
人
が
対
象
で
す
。

※
証
明
書
請
求
者
の
氏
名
・
住
所

な
ど
個
人
情
報
は
通
知
さ
れ
ま

せ
ん

事
前
登
録
の
対
象
者

南
魚
沼
市
に
住
民
登
録
ま
た
は

戸
籍
が
あ
る
人
（
あ
っ
た
人
）

通
知
の
対
象
と
な
る
証
明

・
住
民
票
の
写
し
（
除
票
を
含

む
）、
住
民
票
の
記
載
事
項
証

明
書（
除
か
れ
た
も
の
を
含
む
）

・
戸
籍
謄
抄
本
、
戸
籍
の
附
票
の

写
し
、
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書

（
除
か
れ
た
も
の
を
含
む
）

事
前
登
録
の
申
請
に
必
要
な
も
の

本
人
確
認
書
類
（
顔
写
真
が
あ

る
公
的
身
分
証
明
書
は
１
点
、
顔

写
真
が
な
い
場
合
は
２
点
）

受
付
窓
口　
市
民
課
、
大
和
・
塩

沢
市
民
セ
ン
タ
ー

飼
い
犬
の
散
歩
中
に
、
フ
ン
を

放
置
す
る
人
が
い
ま
す
。
フ
ン
は

時
間
が
た
っ
て
も
消
え
る
こ
と
な

く
、
道
端
に
残
り
ま
す
。
ま
た
雪

の
上
に
放
置
さ
れ
た
フ
ン
は
雪
が

消
え
て
も
そ
の
場
に
残
り
ま
す
。

ペ
ッ
ト
の
フ
ン
は
、
他
人
の
所

有
地
や
公
共
の
場
に
放
置
せ
ず
、

飼
い
主
が
責
任
を
も
っ
て
持
ち
帰

り
ま
し
ょ
う
。

患
者
や
そ
の
家
族
か
ら
の
、
医

療
の
安
全
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
い

こ
と
や
、
心
配
事
な
ど
の
相
談
に

応
じ
ま
す
。

※
医
療
機
関
や
医
療
従
事
者
へ
の

指
導
、
医
療
事
故
や
責
任
の
所

在
の
判
断
は
で
き
ま
せ
ん

相
談
窓
口

新
潟
県
庁
12
階 

福
祉
保
健
部

地
域
医
療
政
策
課
内

☎
０
２
５
・
２
８
０
・
５
７
８
１

Ｆ
０
２
５
・
２
８
４
・
０
２
７
７

当
協
会
で
は
、
多
様
化
す
る
消

費
者
問
題
に
つ
い
て
、
各
機
関

と
連
携
し
、
お
互
い
に
学
び
合

い
、
よ
り
賢
い
消
費
者
を
め
ざ
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。

主
な
活
動
は
、
食
の
安
全
・
安

心
や
環
境
な
ど
に
関
す
る
講
演

会
へ
の
参
加
、
廃
油
を
使
っ
た

せ
っ
け
ん
づ
く
り
、
環
境
に
や
さ

し
い
リ
サ
イ
ク
ル
作
品
づ
く
り
、

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
向
け
た
勉
強
会
な
ど

で
す
。活
動
に
興
味
の
あ
る
人
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ngt040320@
pref.niigata.

lg.jp

相
談
受
付　
電
話
、
メ
ー
ル
、
手

紙
、
来
所
（
要
予
約
）

日
祝
日
、
年
末
を
除
く
月
〜
金
曜

日　

午
前
10
時
〜
正
午
、
午
後

１
時
〜
３
時

※
メ
ー
ル
、
手
紙
で
の
相
談
は
詳

細
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
る

た
め
、
可
能
な
限
り
電
話
で
の

相
談
を
お
す
す
め
し
ま
す

バイク・軽自動車の登録・廃車（名義変更）手続きはお済みですか
 問税務課 市民税係　☎773・6668

廃車、譲渡、盗難などで車両を所有していない場
合は廃車（変更）の申請が必要です。

軽自動車税は、普通車の自動車税のような月割課
税制度がないため、４月２日以降に手続きをした場
合は、その年度分の軽自動車税を納めていただくこ
とになります。手続きは３月中に行ってください。

軽自動車税（種別割）は４月１日時点の登録を
もとに課税されます

原動機付自転車や小型特殊自動車は、公道を走行
しない車両でも所有している場合は標識の取得が必
要です。

必要な書類などは、車種や手続き内容によって異なりますので、事前にお問い合わせください。

車両に標識がついていない場合には取得申請が
必要です

車両の種類 手続きを行うところ 

原動機付自転車
（125cc以下） 
小型特殊自動車 

税務課（市民税係） 
☎773・6668 

軽自動車 
（三輪、四輪）

軽自動車検査協会 
新潟主管事務所
長岡支所 
☎050・3816・1851 

自動二輪車 
（125cc超）

新潟運輸支局 
長岡自動車検査登録
事務所 
☎050・5540・2041 


